
さぬき市民病院

特定疾患指導管理料及び
皮膚科特定疾患指導に関する掲示

長期処方について

当院では、患者さんの状態に応じて医師の判断のもと２８日以上の長期

の投薬を行う場合があります。

※ なお、長期処方の対応が可能かは病状に応じて担当医が判断いた

します。

ご理解とご協力をお願いいたします。


